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開会・開議 

午後２時４分開会・開議 

◇議長（山口 将君） ただいまの出席議員は１０名であります。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、令和７年第３回大泉町外二町環境衛生施設組合議会定例会は成立い

たしました。 

 これより開会し、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、ご通知いたしたとおりです。 

 ただいまから日程に従い、順次議事を進めてまいります。 

───────────────────◇─────────────────── 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

◇議長（山口 将君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第１２６条の規定により、議席６番三ツ村由紀議員、議席７番武井清二議員、以上の両議

員を本定例会の会議録署名議員に指名いたします。 

───────────────────◇─────────────────── 

○日程第２ 会期の決定 

◇議長（山口 将君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、議案等を勘案し、本日１日といたすことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（山口 将君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

───────────────────◇─────────────────── 

○日程第３ 諸報告 

◇議長（山口 将君） 日程第３、諸報告を行います。 

 議会側の報告を議長からいたします。 

 出納検査結果について、お手元に配付のとおり、令和６年度５月分、令和７年度５月分、６月分、

７月分の検査結果が監査委員からなされておりますので、報告いたします。 

 以上で諸報告を終わります。 

───────────────────◇─────────────────── 

○日程第４ 議案第５号 大泉町外二町環境衛生施設組合清掃センター設置及び管理条 

            例の一部を改正する条例について 

◇議長（山口 将君） 日程第４、議案第５号 大泉町外二町環境衛生施設組合清掃センター設置及

び管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 
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 提案者からの説明を求めます。 

 村山管理者。 

〔管理者 村山俊明君発言〕 

◇管理者（村山俊明君） 議案第５号 大泉町外二町環境衛生施設組合清掃センター設置及び管理条

例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本議案につきましては、令和４年４月１日施行のプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法

律を踏まえ、来年度よりストックヤードを建設し、搬入された硬質プラスチックの管理・保管を行い

たく、所要の改正を提案する次第でございます。 

 議案書及びお手元に配布してございます参考資料を併せてご覧いただきたいと存じます。 

 内容でございますが、第２条につきましては、一般廃棄物の定義を改めるものでございます。 

 第５条につきましては、資源ごみの受入れに伴う規定の整備でございます。 

 附則につきましては、この条例の施行期日を令和９年４月１日とするものでございます。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

◇議長（山口 将君） ありがとうございました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（山口 将君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（山口 将君） 討論を終結いたします。 

 採決を行います。 

 議案第５号を提案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（山口 将君） 挙手全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────◇─────────────────── 

○日程第５ 議案第６号 令和６年度大泉町外二町環境衛生施設組合一般会計歳入歳出 

            決算認定について 

◇議長（山口 将君） 日程第５、議案第６号 令和６年度大泉町外二町環境衛生施設組合一般会計

歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

 提案者からの説明を求めます。 

 村山管理者。 

〔管理者 村山俊明君発言〕 
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◇管理者（村山俊明君） 議案第６号 令和６年度大泉町外二町環境衛生施設組合一般会計歳入歳出

決算認定について、提案理由の説明を申し上げます。 

 決算の概要といたしましては、予算現額９億７，４１８万３，０００円に対しまして、歳入総額は

９億７，６１８万６，６５０円、歳出総額は９億４，５６６万４，４６６円、歳入歳出差引き残額は

３，０５２万２，１８４円の黒字決算となりました。 

 まず、歳入でございますが、構成三町からの負担金が３億９２４万１，０００円で、歳入に占める

割合は３１．７％でございます。 

 その他、使用料及び繰越金などによりまして、財源の確保を図った次第でございます。 

 歳出につきましては、斎場やごみ処理施設の運転管理委託や、改修工事などによる施設の安定的な

維持管理及び清掃センターでの粗大ごみの受入れなど、住民サービスの維持に努めてまいりました。 

 詳細につきましては、所長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよ

うお願い申し上げます。 

◇議長（山口 将君） 石川所長。 

〔所長 石川 肇君発言〕 

◇所長（石川 肇君） 命によりまして、議案第６号の詳細説明を申し上げます。 

 初めに、歳入からご説明申し上げます。 

 決算書の事項別明細書５、６ページをご覧いただきたいと存じます。 

 第１款分担金及び負担金につきましては、構成三町からの負担金でございまして、町別負担割合と

いたしまして、大泉町５０．３％、邑楽町３３．７％、千代田町１６．０％でございます。 

 第２款第１項使用料につきましては、斎場施設等の使用料でございます。 

 ７ページ、８ページをお開きください。 

 第３款第１項国庫補助金につきましては、放射性物質汚染対策特別措置法に基づく、廃棄物処理施

設モニタリング事業費補助金及び焼却処理施設解体工事に伴います循環型社会形成推進交付金でござ

います。 

 第４款第１項財産運用収入につきましては、基金預金利子でございます。 

 第５款第１項基金繰入金でございますが、環境衛生施設整備事業基金繰入金でございます。 

 ９ページ、１０ページをお開きください。 

 第６款第１項繰越金につきましては、前年度繰越金でございます。 

 第７款第１項組合預金利子につきましては、歳計現金の預金利子でございます。 

 第２項雑入につきましては、廃プラスチック等の売却代などでございます。 

 第８款組合債につきましては、焼却処理施設解体工事に係る一般廃棄物処理事業債でございます。 

 以上、歳入合計といたしまして、９億７，６１８万６，６５０円でございます。 

 次に、歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。 
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 １１、１２ページをお開きください。 

 第１款第１項議会費につきましては、議会運営に要した経費でございます。 

 １３ページ、１４ページをお開きください。 

 第２款第１項総務管理費でございますが、１目一般管理費につきましては、主に職員人件費ほか、

総務管理に要した費用でございます。 

 １５、１６ページをお開きください。 

 ２目公平委員会費につきましては、記載のとおりでございます。 

 ３目基金積立金につきましては、環境衛生施設整備事業基金積立金といたしまして、５，２００万

円の積立てを行いました。 

 第２項監査委員費につきましては、記載のとおりでございます。 

 １７、１８ページをお開きください。 

 第３款第１項保健衛生費につきましては、斎場に係る経費で、火葬など斎場の管理運営に要した費

用でございます。 

 主な内容を申し上げますと、１０節需用費につきましては、燃料費や光熱水費等が主なものでござ

います。 

 １２節委託料につきましては、建物清掃委託や火葬業務等管理委託、樹木等年間管理委託などに係

る費用でございます。 

 １４節工事請負費につきましては、火葬炉整備補修工事等でございます。 

 １９、２０ページをお開きください。 

 第４款第１項１目ごみ処理費につきましては、ごみ処理施設の管理運営に要した経費でございます。 

 主な内容を申し上げますと、１０節需用費につきましては、消耗品費や修繕料などでございます。 

 １２節委託料につきましては、粗大ごみの受入及び搬出業務委託などに係る費用でございます。 

 ２１、２２ページをお開きください。 

 ２目最終処分場施設費でございますが、１０節需用費につきましては、水処理に係る薬品購入など

の消耗品費、光熱水費及び施設の修繕料などでございます。 

 １２節委託料につきましては、処分場施設の運転管理委託及び樹木等年間管理委託や、水質の分析

委託などに係る費用でございます。 

 １４節工事請負費につきましては、脱塩装置透析槽膜交換工事などの水処理に係る設備の維持補修

工事などでございます。 

 ２３、２４ページをお開きください。 

 ３目ごみ処理施設整備費でございますが、令和６年度より新たに追加となり、焼却処理施設解体工

事施工監理業務委託料や焼却処理施設解体工事費でございます。 

 第５款諸支出金及び第６款予備費につきましては、記載のとおりでございます。 
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 以上、歳出合計といたしまして９億４，５６６万４，４６６円でございます。 

 ２５、２６ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引き額３，０５２万２，０００円が実質収支額

となっております。 

 ２６ページの財産に関する調書でございますが、１の公有財産につきましては、新斎場建設に伴い、

土地の一部を太田市外三町広域清掃組合に無償貸付を行うため、１万９，１００㎡を行政財産から普

通財産に用途変更いたしました。 

 ３の基金につきましては、決算年度末現在高が５億２，７００万円でございます。 

 以上、詳細説明とさせていただきます。 

◇議長（山口 将君） ありがとうございました。 

 ここで、森田和信監査委員から、決算審査についてご報告をお願いいたします。 

 森田監査委員。 

〔監査委員 森田和信君発言〕 

◇監査委員（森田和信君） 監査委員の森田でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、早速でございますけれども、令和６年度大泉町外二町環境衛生施設組合一般会計及び基

金の運用状況につきまして審査を行いましたので、概要と結果を報告させていただきます。 

 地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定により、審査に付された令和６年度

大泉町外二町環境衛生施設組合一般会計歳入歳出決算及び令和６年度大泉町外二町環境衛生施設組合

基金の運用状況を、去る８月２９日、清掃センター２階会議室において、武井清二監査委員と共に審

査を実施いたしました。 

 審査結果につきましては、令和６年度決算審査意見書としてお手元に配付させていただきました。

 それでは、決算審査意見書を読み上げさせていただきます。 

 令和６年度決算審査意見書。 

 １、審査の方法。 

 一般会計歳入歳出全般にわたり、例月出納検査表と決算書の照合を行い、次いで収入支出済額を決

算書、関係帳簿及び証拠書類を照合することにより審査を実施いたしました。 

 基金については、それぞれ証書と決算書記載の金額とを照合し、確認をいたしました。 

 ２、財政の状況について。 

 令和６年度の決算の状況は、予算総額９億７，４１８万３，０００円に対し、歳入総額は９億

７，６１８万６，６５０円、執行率は１００．２％でありました。歳出総額は９億４，５６６万

４，４６６円、執行率は９７．８％。歳入総額から歳出総額を差し引いた実質収支額は３，０５２万

２，１８４円の黒字決算となりました。 

 歳入決算については、調定額どおり収入が確保されておりました。 
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 また、歳出決算については、各施設の計画的な保守点検、補修、維持管理及び業務の委託等、構成

三町の厳しい財政状況を踏まえ、経費の節減に努めるなど適正に執行しているものと認めます。 

 なお、基金の運用状況についても適正に処理されておりました。 

 ３、事業の執行について。 

 令和６年度における構成三町からの粗大ごみの搬入量につきましては、可燃粗大が約１７０トン、

不燃粗大が約１０１トン、合計で年間２７１トンで、年々減少傾向にあり、ごみ処理が広域化する中

で、構成三町の住民サービスの維持に努めておりました。 

 なお、清掃センターにおける粗大ごみの受入れ及び搬出から最終処分場における埋立地内の管理や

水処理まで、その業務処理は円滑になされておりました。 

 ４、施設の保守管理について。 

 清掃センターでは、粗大ごみ受入れ及び搬出のための施設整備や施設の安定的な維持管理に努める

とともに、経費の削減が図られておりました。また、稼働を終えた焼却処理施設については、国の交

付金を活用し、環境面や安全面に十分配慮し、解体工事を進めていただきたい。 

 斎場施設及び最終処分場施設につきましては、いずれも建設後長期間が経過しており、経年劣化に

よる設備の不具合等ありますが、その都度、保守点検や修繕工事等を行い、施設の運転管理に支障を

来さないように適切な維持管理に努めておりました。 

 今後も各施設において、長期計画に基づき、効率的かつ安定的な維持管理に努め、引き続き構成三

町の環境保全に貢献していくことを望みます。 

 以上のとおり意見を述べましたが、財政は総じて健全な運営がなされており、適切な予算執行に努

力されたものと認めるものであります。 

 令和７年８月２９日、大泉町外二町環境衛生施設組合監査委員、森田和信、同じく武井清二。 

 以上でございます。 

◇議長（山口 将君） ありがとうございました。 

 以上で、決算に関する説明が終わりました。 

 これより本案の審議に入りますが、本案の審議は歳入歳出一括にて行いたいと存じますが、ご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（山口 将君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案の審議は歳入歳出一括にて行います。 

 直ちに質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（山口 将君） 質疑を終わります。 

 討論を行います。 
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〔「なし」の声あり〕 

◇議長（山口 将君） 討論を終結いたします。 

 採決を行います。 

 議案第６号を提案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（山口 将君） 挙手全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり認定されました。 

───────────────────◇─────────────────── 

○管理者挨拶 

◇議長（山口 将君） 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件は全て議了いたしました。 

 ここで、管理者から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 村山管理者。 

〔管理者 村山俊明君発言〕 

◇管理者（村山俊明君） 議会の閉会に当たりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

 本日は、ご提案いたしました議案に対しまして原案どおりご決定、またご認定をいただき、誠にあ

りがとうございます。 

 先ほどの監査委員さんのご意見にもございましたとおり、ごみ処理施設及び最終処分場につきまし

ては、適正な維持管理に尽力し、構成三町と連携を密にしながら、環境保全や施設運営に努めてまい

りたいと存じます。 

 また、隣敷地内の広域新斎場建設工事につきましては、当初の予定より若干の遅れが生じておりま

すが、工事関係者も含め、施設利用者の方の安全対策を徹底してまいります。 

 今後も議員皆様のご健勝と、当組合運営に当たりましてご指導とご協力をお願い申し上げまして、

お礼の挨拶とさせていただきます。お疲れさまでした。 

───────────────────◇─────────────────── 

○閉  会 

◇議長（山口 将君） これをもちまして、令和７年第３回大泉町外二町環境衛生施設組合議会定例

会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 

午後２時２２分閉会 
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